
 

 

 

 

 

 

尼崎市と兵庫県警察は、「特殊詐欺の被害防止に関する協定」を締結し、 

高齢者が安全に安心して暮らすことができる地域づくりを推進します 

 

１ 概要 

尼崎市は、兵庫県尼崎南警察署・兵庫県尼崎東警察署・兵庫県尼崎北警察署（以下、「尼崎３警

察署」という。）と「特殊詐欺の被害防止に関する協定」を締結します。 
尼崎市内において高齢者を狙った特殊詐欺の被害が多発している現状を踏まえ、尼崎市と尼崎

３警察署が緊密な連携のもと、特殊詐欺の被害に遭うおそれが比較的高いと思われる高齢者に関

する情報を共有し、被害を防止するために必要な支援を行うことにより、高齢者が安全に安心し

て暮らすことができる社会を実現することを目指します。 
 
２ 期間 

  令和６年４月１日から起算して１年間（その後は１年毎に更新） 
 
３ 連携内容 

⑴ 尼崎３警察署 
各種警察活動を通じて、対象高齢者（※１）を把握した場合に、各警察署から市担当課（包

括支援担当）に対して、当該対象高齢者の個人情報等（※２）を提供する。 
※１ 尼崎市内に居住する 65 歳以上の方で、特殊詐欺の被害に遭うおそれが比較的高い

と思われる高齢者 
※２ 本人から同意を得られた場合のみ 

⑵ 尼崎市 
各警察署から提供を受けた情報を市担当課（包括支援担当）が対象高齢者の居住する地域に

設置されている地域包括支援センター等の関係機関へ情報提供する。情報を受けた関係機関は、

対象高齢者が特殊詐欺の被害に遭わないように福祉的な支援を行う。 
 
 

   
４ 協定締結式 

  日 時  令和６年３月 25 日（月） 午後４時から午後４時 30 分まで 

場 所  尼崎市役所 南館２階 市長室 

 出席者  尼崎市長 松本 眞 

      兵庫県尼崎南警察署長 高山 文明 

兵庫県尼崎東警察署長 永吉 秀行 

兵庫県尼崎北警察署長 三浦 和弘 

以 上 

令和６年３月 22 日 

所 属 包括支援担当 

所属長 中川 真史 

電 話 06－6489－6356 


